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１ 業務名 

二条城内環境調整材設置業務 

 

２ 履行場所 

  京都市中京区二条通堀川西入二条城町５４１番地 

 

３ 業務概要 

  本業務は、二条城内の収蔵庫及び文化財建造物に環境調整材を設置する業務を行うもの

である。 

 

４ 業務の内容 

(1) 環境調整材の種類と個数 

  ア アートソーブ（カセットタイプ／レギュラーサイズ）12個 

（富士シリシア化学製品〔4個入り／ケース〕×３ケース） 

(2) 作業内容 

  ア 環境調整材を展示収蔵館展示ケース内及び文化財建造物内に設置する。（別紙） 

(3)履行期間 

  契約の日の翌日から令和８年３月３１日まで 

(4)提出書類  

  ア 完了届 

  イ 請求書 

 

５ 留意事項 

(1)設置作業員については、文化財建造物または重要文化財障壁画を収蔵する施設において同

等の作業を行った経験があるものをあてること。なお、上記の条件を満たすことを証明す

る書類の提出を求める場合がある。 

(2)本業務に伴う全ての経費（納品に係る費用等）は、委託料に含まれるものとする。 

(3)履行に当たっては必ず担当者の指示に従うこと。 

(4)本仕様書に記載のない事項または仕様書に疑義が生じた場合は、本市と協議し、その決定

に従うこと。 

 

６ 作業時における共通事項 

(1)作業条件 

  ア 作業時間 

    作業時間は、8時45分から16時45分までの時間とする。作業内容の都合等により作業

時間を延長する場合、本市職員と協議する。 
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  イ 車両 

(ｱ)車両は、緑の園駐車場に駐車すること。城内の工事等で駐車位置が変更する場合

は、前もって職員から連絡する。 

   (ｲ)車両の入退城は、下記の注意事項を厳守すること。原則として7：30から8：30まで

は東大手門から入退城し、9：00から18：00までは北大手門か入退城することする。

入退城の際には門付近に常駐する警備員の指示に従うこと。 

(ｳ)城内の作業用車両速度は観覧者の有無に関わらず10㎞/h以下とする。 

   (ｴ)城外周辺道路での車両の駐停車は、交通運行の妨げになることから、厳に慎むこと。  

ウ その他 

    (ｱ)作業員が休憩中に城外へ出る際は、元離宮二条城から貸し出す「二条城」の腕章を

身に着け入退城を行うこと。「二条城」の腕章を身に着けない場合は、再入城を認め

ない。 

(ｲ)城内の立ち入り禁止地区（柵内）及び建造物内等、作業に関係のない場所への侵入

は、厳につつしむこと。 

(ｳ)城内の備品・電気・ガス等の使用は、その都度、必ず本市職員の許可を 

受けること。また、使用後は、清掃を行い、元の場所へ返却し、本市職  

員の確認を受けること。 

(2)法令等の遵守 

  受注者は、業務の履行にあたり、労働基準法、労働安全衛生法、廃棄物の処理及び清掃

に関する法律、建設業法等に関する技術基準を定める省令、道路交通法、公害関係法規、

職業安定法及び本作業に関係するその他の法規を遵守し、関係官公署の命令、指示に従

うこと。 

 

６ 委託料の支払い条件 

  前金払および部分払を行わず、全額を完了後に支払う。 

 

７ その他 

  再委託は不可とする。 


